
水道メーター（町所有）

　止水栓（住民所有）  メーターＢＯＸ（住民所有）

　配水管（町所有）

給水装置

　※官民境界から2ｍ以上メーターが離れている場合は、

　　第1止水栓までとする。

第1

給水管（住民所有）

公道 宅地

Ⅿ

メーター 二次側

指定給水装置工事事業者施工（住民負担）

メーター 一次側

町施工（町負担）

〈給水装置の修繕区分〉

〈給水装置の管理区分〉


